
○丸亀市男性の育児休業取得促進奨励金支給要綱 

(平成 29 年 3 月 28 日告示第 11 号) 

改正 令和 2 年 4 月 14 日告示第 40 号 
 

(趣旨) 

第 1 条 この要綱は、予算の範囲内において、丸亀市男性の育児休業取得促進奨励金(以下

「奨励金」という。)を支給することに関して、丸亀市補助金等交付規則(平成 17 年規則第

44 号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

(支給の目的) 

第 2 条 男性労働者に育児休業を取得させた中小企業等の事業主に対し、奨励金を支給する

ことにより、男性が育児休業を取得しやすい職場環境の整備及び男性の育児参画を促進し、

育児を通して職場や家庭における固定的な性別役割分担意識の解消を図ることを目的とす

る。 

(定義) 

第 3 条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めると

ころによる。 

(1) 育児休業 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律

(平成 3 年法律第 76 号)第 2 条第 1 号に規定する育児休業をいう。 

(2) 労働者 労働基準法(昭和 22 年法律第 49 号)第 9 条に規定する労働者をいう。 

(3) 中小企業等 常時雇用する労働者の数が 300 人以下の企業その他の法人をいう。 

(支給対象事業主) 

第 4 条 奨励金は、次の各号の全てに該当する中小企業等の事業主に対して支給する。ただ

し、その資本金の全部又は大部分を国又は地方公共団体が出資している法人及びその事業

の運営のために必要な経費の主たる財源を国又は地方公共団体からの交付金、補助金等に

よって得ている法人に対しては、奨励金を支給しないものとする。 

(1) 市内に主たる事業所を有すること。 

(2) 雇用保険の適用事業主であること。 

(3) 労働協約又は就業規則により育児休業制度を設けていること。 

(4) 次世代育成支援対策推進法(平成 15 年法律第 120 号)に基づく一般事業主行動計画を

策定し、都道府県労働局長に届け出ていること。 



(5) 雇用する男性労働者が、平成 29 年 4 月１日以降、その養育する 1 歳 2 か月未満の子

に対して連続する 5 日(勤務を要しない日を除く。)以上の育児休業を取得し、職場復帰

した日以後 1 か月以上勤務したこと。 

(6) 市が行う男女共同参画推進のための広報啓発活動に協力できること。 

(7) 法令の規定を遵守し、適切な雇用管理を行っていること。 

(8) 市税の滞納がないこと。 

(支給額) 

第 5 条 奨励金の支給額は 10 万円とする。ただし、1 事業主につき、1 年度に 1 回限り、最

大 3 回まで支給するものとする。 

(申請及び実績報告) 

第 6 条 奨励金の支給を受けようとする事業主は、対象となった男性労働者が職場復帰した

日以後 1 か月を経過した日から 2 か月以内に、丸亀市男性の育児休業取得促進奨励金支給

申請書兼実績報告書（様式第 1 号）に、次に掲げる書類を添えて市長に申請するものとす

る。 

(1) 登記簿謄本の写し 

(2) 育児休業に関する労働協約又は就業規則の写し 

(3) 雇用保険適用事業所設置届けその他の雇用保険適用事業主であることが確認できるも

のの写し 

(4) 次世代育成支援対策推進法施行規則(平成 15 年厚生労働省令第 122 号)第 1 条又は第

2 条の規定に基づき都道府県労働局長に提出した書類の写し 

(5) 母子健康手帳その他の育児休業に係る子の出生の事実を確認できるものの写し 

(6) 対象となる男性労働者の育児休業申出書の写し 

(7) 対象となる男性労働者の出勤簿その他の育児休業取得状況及び職場復帰状況を確認で

きるものの写し 

(8) その他市長が必要と認める書類 

(支給又は不支給の決定) 

第 7 条 市長は、前条の規定による申請を受理したときは、その内容の審査及び必要に応じ

て行う事情確認等により、奨励金の支給又は不支給を決定し、丸亀市男性の育児休業取得

促進奨励金支給(不支給)決定通知書(様式第 2 号)により通知するものとする。 

(奨励金の支給) 



第 8 条 支給対象事業主は、前条の規定により、支給を決定する通知を受けたときは、丸亀

市男性の育児休業取得促進奨励金請求書(様式第 3 号)により、市長に奨励金を請求するも

のとする。 

2 市長は、前項の規定による請求を受けて奨励金を支給する。 

(支給決定の取消し及び奨励金の返還) 

第 9 条 市長は、支給対象事業主が虚偽その他不正な手段により奨励金の支給決定を受けた

ときは、丸亀市男性の育児休業取得促進奨励金支給決定取消通知書(様式第 4 号)により支

給決定を取り消すことができる。 

2 市長は、奨励金の支給決定を取り消した場合において、その取消しに係る部分に関し、既

に奨励金を交付しているときは、丸亀市男性の育児休業取得促進奨励金返還命令書(様式第

5 号)により期限を定めてその返還を命じるものとする。 

(その他) 

第 10 条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この告示は、平成 29 年 4 月 1 日から施行する。 

 

附 則(令和 2 年 4 月 14 日告示第 40 号)  

この告示は、令和 2 年 5 月 1 日から施行する。 

様式第 1 号(第 6 条関係) 

丸亀市男性の育児休業取得促進奨励金支給申請書兼実績報告書 

[別紙参照] 

様式第 2 号(第 7 条関係) 

丸亀市男性の育児休業取得促進奨励金支給（不支給）決定通知書 

[別紙参照] 

様式第 3 号(第 8 条関係) 

丸亀市男性の育児休業取得促進奨励金請求書 



[別紙参照] 

様式第 4 号(第 9 条関係) 

丸亀市男性の育児休業取得促進奨励金支給決定取消通知書 

[別紙参照] 

様式第 5 号(第 9 条関係) 

丸亀市男性の育児休業取得促進奨励金返還命令書 

[別紙参照] 


